
1 

 

 

確認検査業務手数料 改定部分            令和３年７月１日より変更 

 

１． 面積 500m2 以下で「４号又は形式で構造計算書なし」以外の区分を 

「木造３階戸建て住宅」と「木造３階戸建て住宅以外」に分けます。 

 

２． 中間検査、完了検査の料金が以下のようになります。（表 1-1, 1-2） 

 

木造３階戸建て住宅                           

 中間検査 完了検査 

旧 新 旧 新 

100m2以下 20,000 22,000 20,000 22,000 

100 m2超～200m2 

以下 
27,000 28,000 27,000 28,000 

200 m2超～500m2 

以下 
50,000 50,000 50,000 50,000 

 

木造３階戸建て住宅以外                          

 中間検査 完了検査 

旧 新 旧 新 

100m2以下 20,000 24,000 20,000 24,000 

100 m2超～200m2 

以下 
27,000 30,000 27,000 30,000 

200 m2超～500m2 

以下 
50,000 50,000 50,000 50,000 

 

３．（省エネ適合性判定を要する場合の完了検査手数料） 

建築物省エネ法に係る適合義務対象建築物の完了検査手数料は、省エネ適合性判定を要

する部分の合計床面積に対応する表の完了検査申請手数料の 30％を乗じた額が加算にな

ります。 
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新料金表（大阪本社受付分） 
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